
下
請
従
業
員
で
組
織
さ
れ
る
労
働
組
合
に
対
す

る
就
労
先
企
業
の
団
交
応
諾
義
務
の
存
否

ｌ
朝
日
放
送
（
不
当
勘
行
為
数
祷
命
令
取
澗
諭
求
上
萱
事
件

鑛
三
小
判
平
七
二
二
一
八
労
判
六
六
八
号
二
頁
Ｉ

一
事
実
の
概
要

一
テ
レ
ビ
の
放
送
事
業
等
を
営
む
Ｘ
会
社
（
原
告
・
控
訴
人
・
被

上
告
人
）
は
、
テ
レ
ビ
の
番
組
制
作
業
務
に
つ
い
て
、
訴
外
Ａ
会
社
お

よ
び
Ｂ
会
社
と
剛
負
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
ま
た
、
Ａ
会
社
は
自
ら

が
Ｘ
会
社
か
ら
繭
け
負
っ
た
業
務
の
一
部
に
つ
い
て
、
Ｃ
会
社
に
下
鯛

け
さ
せ
て
い
る
（
以
下
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
三
会
社
を
ま
と
め
て
「
請
負
三
社
」

と
い
う
）
。
右
各
鏑
負
契
約
に
基
づ
い
て
、
Ａ
会
社
は
従
業
員
約
五
○
名

を
ア
シ
ス
タ
ン
ト
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
や
音
靭
効
果
等
の
ス
タ
ッ
フ
と
し

て
、
Ｂ
会
社
と
Ｃ
会
社
は
従
業
貝
そ
れ
ぞ
れ
約
一
○
名
を
照
明
業
務
の

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、
ｘ
会
社
の
番
組
制
作
の
現
場
に
派
遮
し
、
就
労
さ

せ
て
い
た
（
以
下
、
Ｘ
会
社
で
就
労
す
る
綱
負
三
社
の
従
業
員
を
「
下

爾
従
業
員
」
と
い
う
）
。
こ
れ
ら
下
鏑
従
業
風
の
賃
金
は
、
当
該
従
業
員

の
申
告
に
基
づ
い
て
記
載
さ
れ
、
鏑
負
三
社
が
管
理
す
る
出
勤
簿
に
基

中
内

哲
（
神
戸
大
学
院
・
日
本
学
術
繊
典
会
特
別
研
究
瓜
）

づ
き
、
そ
れ
ら
三
社
が
支
払
っ
て
い
る
。

な
お
、
脳
負
三
社
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
就
業
規
則
を
持
ち
、
下
爾

従
業
員
の
一
部
を
組
織
す
る
上
告
補
助
参
加
人
Ｍ
組
合
と
の
間
で
質
上

げ
、
一
時
金
等
に
つ
い
て
団
体
交
渉
を
行
い
、
妥
結
し
た
事
項
に
つ
い

て
労
働
協
約
を
締
結
し
て
い
た
。

二
番
組
製
作
に
あ
た
っ
て
は
、
①
Ｘ
会
社
は
、
自
ら
が
作
成
す
る

編
成
日
程
表
、
台
本
及
び
製
作
進
行
表
に
よ
っ
て
、
下
請
従
業
員
の
作

業
日
時
、
作
業
時
間
、
作
業
場
所
、
作
業
内
容
等
を
指
示
し
て
お
り
、

②
下
繭
従
業
風
は
か
か
る
指
示
に
従
い
、
Ｘ
会
社
か
ら
支
給
な
い
し
貸

与
さ
れ
る
器
材
等
を
使
用
し
て
、
Ｘ
会
社
の
従
業
風
と
と
も
に
番
組
製

作
業
務
に
従
蛎
し
、
③
作
業
時
間
帯
の
変
更
、
作
業
時
間
の
延
長
、
休

憩
等
の
点
に
つ
い
て
も
、
Ｘ
会
社
の
従
業
員
で
あ
る
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の

指
抑
監
督
下
に
紐
か
れ
て
い
た
。
④
鯛
負
三
社
は
、
実
質
的
に
み
る
と
、

下
鯛
従
業
風
の
誰
を
い
ず
れ
の
番
組
製
作
業
務
に
従
事
さ
せ
る
か
を
決

定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

三
Ｍ
組
合
は
、
Ｘ
会
社
が
労
働
組
合
法
七
条
に
い
う
「
使
用
者
」

に
あ
た
る
こ
と
を
前
提
に
、
Ｘ
会
社
に
よ
る
団
交
拒
否
や
支
配
介
入
等

が
あ
っ
た
と
し
て
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
を
申
し
立
て
た
。
大
阪
地

労
委
（
昭
五
一
一
一
・
五
・
二
六
別
冊
中
時
九
一
八
号
二
六
頁
）
は
、
誓
約

醤
手
交
命
令
と
「
Ｘ
会
社
の
関
与
す
る
事
項
」
に
関
す
る
団
交
命
令
を

発
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
（
中
労
委
、
被
告
・
被
控
訴
人
・
上
告

人
）
（
昭
六
一
・
九
・
一
七
別
冊
中
時
一
○
三
七
号
一
四
五
頁
）
は
、
Ｘ
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原
判
決
破
棄
差
戻
し
、
一
部
棄
却
。

｜
「
労
働
組
合
法
七
条
に
い
う
『
使
用
者
』
の
意
義
に
つ
い
て
検

討
す
る
に
、
一
般
に
使
用
者
と
は
労
働
契
約
上
の
雇
用
主
を
い
う
も
の

で
あ
る
が
、
同
条
が
団
結
権
の
侵
害
に
当
た
る
一
定
の
行
為
を
不
当
労

働
行
為
と
し
て
排
除
、
是
正
し
て
正
常
な
労
使
関
係
を
回
復
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
雇
用
主
以
外
の
事
業
主

で
あ
っ
て
も
、
雇
用
主
か
ら
労
働
者
の
派
適
を
受
け
て
自
己
の
業
務
に

従
事
さ
せ
、
そ
の
労
働
者
の
基
本
的
な
労
働
条
件
等
に
つ
い
て
、
雇
用

主
と
部
分
的
と
は
い
え
同
視
で
き
る
程
度
に
現
実
的
か
つ
具
体
的
に
支

配
、
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
位
に
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
限
り
に

お
い
て
、
右
事
業
主
は
同
条
の
『
使
用
者
』
に
当
た
る
も
の
と
解
す
る

会
社
が
本
件
組
合
員
ら
の
就
労
に
係
る
諸
条
件
を
実
質
的
に
決
定
し
て

き
た
と
し
て
、
地
労
委
命
令
の
い
う
「
Ｘ
会
社
の
関
与
す
る
事
項
」
を

「
就
労
に
係
る
諸
条
件
」
に
変
更
し
た
ほ
か
は
、
地
労
委
の
立
場
を
支

持
し
た
（
以
下
、
中
労
委
命
令
を
「
本
件
命
令
」
と
い
う
）
。
こ
れ
を
不

服
と
し
て
、
Ｘ
会
社
が
右
命
令
の
取
消
鯛
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。

第
一
審
（
東
京
地
判
平
二
・
七
・
一
九
労
判
五
六
六
号
一
七
頁
）
は

こ
れ
を
棄
却
し
た
が
、
第
二
審
（
東
京
高
判
平
四
・
九
・
’
六
労
判
六

二
四
号
六
四
頁
）
は
、
Ｘ
会
社
の
鱗
求
を
認
め
て
本
件
命
令
を
取
消
し

た
た
め
、
Ｙ
が
上
告
に
及
ぶ
。

二
判
旨

の
が
相
当
で
あ
る
。
」

二
「
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
…
［
事
実
の
概
要
二
記
域

の
①
か
ら
④
］
の
事
実
を
総
合
す
れ
ば
、
Ｘ
会
社
は
実
質
的
に
み
て
、

…
［
下
脳
］
従
業
員
の
勤
務
時
間
の
割
り
振
り
、
労
務
提
供
の
態
様
、

作
業
環
境
等
を
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
右
従
業
員
の
基
本
的
な
労

働
条
件
等
に
つ
い
て
、
雇
用
主
で
あ
る
繭
負
三
社
と
部
分
的
と
は
い
え

同
視
で
き
る
程
度
に
現
実
的
か
つ
具
体
的
に
支
配
、
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
地
位
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に

お
い
て
、
労
働
組
合
法
七
条
に
い
う
『
使
用
者
』
に
当
た
る
も
の
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
Ｘ
会
社
は
、
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
勤
務
時

間
の
割
り
振
り
、
労
務
提
供
の
態
様
、
作
業
環
境
等
に
関
す
る
限
り
、

正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
…
Ｍ
組
合
と
の
団
体
交
渉
を
拒
否
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
［
し
た
が
っ
て
、
Ｍ
組
合

が
団
交
を
求
め
た
］
交
渉
事
項
の
う
ち
、
Ｘ
会
社
が
自
ら
決
定
す
る
こ

と
の
で
き
る
労
働
条
件
（
…
）
の
改
善
を
求
め
る
部
分
に
つ
い
て
は
、

Ｘ
会
社
が
正
当
な
理
由
が
な
く
団
体
交
渉
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

ず
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
Ｘ
会
社
の
行
為
は
、
労
働
組
合
法
七
条
二
号
の

不
当
労
働
行
為
を
櫛
成
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
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三
検
討

一
問
題
の
所
在
と
従
来
の
「
使
用
者
」
性

仙
労
働
組
合
法
七
条
は
、
そ
の
一
号
か
ら
四
号
に
お
い
て
不
当
労

働
行
為
の
類
型
を
定
め
、
「
使
用
者
は
、
…
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て

は
な
ら
な
い
。
」
と
す
る
。
し
か
し
、
同
法
は
、
か
か
る
不
当
労
働
行
為

の
主
体
た
る
「
使
用
者
」
の
定
義
規
定
を
置
い
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ

ま
で
、
い
か
な
る
者
が
「
使
用
者
」
に
あ
た
る
か
、
が
し
ば
し
ば
争
わ

れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
形
式
的
に
は
Ａ
Ｇ
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
Ａ

Ｎ
を
組
織
す
る
労
働
組
合
が
、
労
働
契
約
の
一
方
当
事
者
で
あ
る
Ａ
Ｇ

で
は
な
く
、
Ａ
Ｇ
の
親
会
社
あ
る
い
は
主
要
な
取
引
先
、
ま
た
は
Ａ
Ｎ

の
就
労
先
で
あ
る
Ｕ
Ｎ
に
対
し
て
団
交
を
求
め
る
と
い
っ
た
場
篦
怪
、

こ
の
Ｕ
Ｎ
は
労
組
法
七
条
二
号
に
よ
っ
て
団
交
応
諾
義
務
を
課
さ
れ
る

（
２
）

「
使
用
者
」
に
あ
た
る
か
が
争
わ
れ
る
。

②
右
争
点
に
つ
き
、
従
来
の
実
務
は
い
か
に
対
処
し
て
き
た
か
。

最
高
裁
は
、
抽
研
エ
業
事
件
・
最
一
小
判
昭
五
一
・
五
・
六
労
判
二
五

二
号
二
○
頁
お
よ
び
阪
神
観
光
事
件
・
最
一
小
判
昭
六
二
・
二
・
二
六

労
判
四
九
二
号
六
頁
、
の
二
判
決
に
お
い
て
、
評
者
の
い
う
Ｕ
Ｎ
の
「
使

用
者
」
性
を
肯
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、
か
か
る
結
論
の
理
論
的
根
拠

や
労
組
法
七
条
に
い
う
「
使
用
者
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
触
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

下
級
審
や
労
働
委
員
会
も
、
数
多
く
の
事
例
に
お
い
て
、
そ
の
Ｕ
Ｎ

（
３
）

の
「
使
用
者
」
性
を
』
同
定
し
て
き
た
が
、
最
高
裁
の
右
対
応
と
異
な
り
、

そ
れ
ら
判
例
・
命
令
の
中
に
は
、
団
交
に
応
じ
る
べ
き
「
使
用
者
」
の

概
念
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
、
表

現
に
多
少
の
差
異
は
あ
る
が
、
団
交
に
応
じ
る
べ
き
「
使
用
者
」
を
、

「
労
働
関
係
上
の
諸
利
益
に
直
接
の
影
騨
力
な
い
し
支
配
力
を
及
ぼ
し

得
る
よ
う
な
地
位
に
あ
る
者
」
と
す
る
見
解
（
以
下
、
か
少
塑
見
解
を

「
支
配
力
」
説
と
い
う
）
が
、
顕
著
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

と
は
い
え
、
右
の
表
現
か
ら
具
体
的
な
「
使
用
者
」
を
特
定
で
き
る

と
解
す
る
の
は
困
雌
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
右
の
「
使
用
者
」

概
念
が
提
示
さ
れ
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
判
例
・
命
令
は
、

「
使
用
者
」
性
の
成
否
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
特
定
の
共
通
す

る
要
素
に
着
目
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

「
支
配
力
」
説
の
提
示
し
た
右
の
「
使
用
者
」
概
念
の
意
義
如
何
よ
り

も
む
し
ろ
、
判
例
・
命
令
に
よ
っ
て
藩
目
さ
れ
た
要
素
は
何
で
あ
る
か

が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
要
素
の
確
認
の
た
め
に
、
評
者
は
、
Ｕ
Ｎ
に
よ
る
団
交
拒
否
が

争
わ
れ
た
事
件
を
三
つ
の
場
合
に
分
け
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え

る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
形
式
的
に
は
Ａ
Ｇ
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
Ａ

Ｎ
が
、
使
用
者
と
主
張
さ
れ
る
Ｕ
Ｎ
の
事
業
所
に
お
い
て
就
労
し
て
い

な
が
ら
、
Ｕ
Ｎ
と
は
明
示
的
に
は
何
ら
の
契
約
関
係
に
な
い
、
と
い
う

状
況
の
下
で
、
ｍ
Ａ
Ｇ
が
個
人
で
あ
る
場
合
、
㈹
Ａ
Ｇ
は
法
人
格
を
有

し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
形
式
的
で
あ
る
、
ま
た
は
、
そ
れ
に
池
ず
る
状
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況
に
あ
る
場
合
、
ｎ
Ａ
Ｇ
は
法
人
格
を
有
し
て
お
り
、
名
実
と
も
に
事

業
体
と
し
て
活
動
し
て
い
る
場
合
、
で
あ
る
。

、
の
場
合
こ
こ
で
蔚
目
さ
れ
る
の
は
Ｆ
主
と
し
て
、
Ｕ
Ｎ
の
指
揮

命
令
に
基
づ
い
て
Ａ
Ｎ
が
労
務
の
提
供
を
な
し
て
い
る
か
、
Ｕ
Ｎ
に
よ

っ
て
支
払
わ
れ
る
報
酬
が
Ａ
Ｎ
の
労
務
提
供
に
対
す
る
対
価
で
あ
る

（
５
）

か
、
と
い
う
一
一
要
素
で
あ
る
。

㈹
の
場
合
こ
の
タ
イ
プ
に
お
い
て
「
使
用
者
」
性
の
成
否
を
判
断

す
る
に
際
し
て
は
、
ま
ず
Ｕ
Ｎ
１
Ａ
Ｇ
間
の
関
係
、
次
に
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ａ
Ｎ

間
の
関
係
が
検
肘
さ
れ
る
。
前
者
で
は
、
Ａ
Ｇ
が
Ｕ
Ｎ
に
対
し
て
経
営

的
に
従
属
し
て
い
る
か
、
後
者
で
は
概
し
て
、
Ｕ
Ｎ
の
業
務
遂
行
上
Ａ

Ｎ
の
労
働
力
が
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
Ｕ
Ｎ
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る

か
、
Ｕ
Ｎ
の
指
揮
命
令
に
基
づ
い
て
Ａ
Ｎ
に
よ
る
労
務
の
提
供
が
な
さ

れ
て
い
る
か
、
Ａ
Ｎ
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
が
Ｕ
Ｎ
に
よ
っ
て
決
定
き
れ

て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
Ｕ
Ｎ
の
少
な
か
ら
ぬ
影
轡
力
を
受
け
て
い
る

（
６
）

か
、
と
い
う
要
素
が
着
目
さ
れ
る
。

㈲
の
場
合
本
件
は
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
従
来
、
本
件
の
ほ
か
に
下
級
春
で
争
わ
れ
た
事
例
は
存
在
し
な
い

よ
う
で
あ
る
が
、
労
働
委
員
会
に
お
い
て
藩
目
さ
れ
た
要
素
は
専
ら
、

①
Ａ
Ｎ
の
行
う
作
業
が
Ｕ
Ｎ
の
事
業
遂
行
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る

か
、
②
Ａ
Ｇ
で
は
な
く
Ｕ
Ｎ
が
Ａ
Ｎ
に
対
す
る
指
揮
命
令
あ
る
い
は
勤

怠
管
理
を
行
っ
て
い
る
か
、
③
Ａ
Ｇ
に
対
す
る
嫡
負
料
の
支
払
に
よ
っ

て
Ｕ
Ｎ
が
Ａ
Ｎ
の
賃
金
に
対
し
て
影
響
力
を
有
し
て
い
る
か
、
と
い
う

一一一つで麩巫。
③
右
の
よ
う
な
従
来
の
判
例
・
命
令
の
流
れ
の
中
て
本
件
に
お

い
て
、
労
働
委
貝
会
お
よ
び
下
級
審
は
い
か
な
る
判
断
を
下
し
て
き
た

か
。地
労
委
と
第
二
審
に
は
？
従
来
の
実
務
に
お
け
る
「
使
用
者
」
性
の

判
断
手
法
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
る
。
地
労
委
は
、
評
者
が
用
い
た
類

型
㈲
の
三
要
素
に
従
っ
て
検
討
し
て
い
る
が
、
結
論
的
に
は
、
団
交
事

項
と
の
関
連
で
Ｘ
会
社
の
「
使
用
者
」
性
を
限
定
的
に
捉
え
た
。
第
二

審
は
、
爾
負
三
杜
と
下
鯖
従
業
員
と
の
雇
用
契
約
関
係
を
重
視
し
た
結

果
、
Ｘ
会
社
の
「
使
用
者
」
性
を
否
定
し
た
が
、
「
使
用
者
」
の
概
念
に

つ
い
て
は
、
「
支
配
力
」
説
で
用
い
ら
れ
た
文
言
を
取
り
入
れ
、
「
契
約

上
の
当
事
者
で
あ
る
雇
主
と
同
一
視
し
得
る
程
度
に
労
働
者
の
労
働
関

係
上
の
賭
利
益
に
直
接
の
影
懇
力
な
い
し
支
配
力
を
及
ぼ
し
得
る
よ
う

な
地
位
に
あ
る
者
」
、
と
判
示
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
労
委
と
第
一
審
が
用
い
た
「
使
用
者
」
性
の
判

断
手
法
は
、
従
来
の
実
務
に
お
け
る
そ
れ
と
は
多
少
異
な
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
中
労
委
と
第
一
審
は
と
も
に
、
右
類
型
㈹
の
三
要
素
の
う
ち
、

①
Ｘ
会
社
の
事
業
遂
行
に
と
っ
て
の
下
禰
従
業
員
の
作
業
の
不
可
欠

性
、
②
下
請
従
業
員
に
対
す
る
、
請
負
三
社
で
は
な
く
Ｘ
会
社
の
指
揮

命
令
性
、
と
い
う
二
要
素
に
つ
い
て
の
み
藩
目
し
て
、
Ｘ
会
社
が
下
鯛

従
業
貝
ら
の
就
労
に
係
る
諸
条
件
を
実
質
的
に
決
定
し
て
き
た
こ
と
を

理
由
に
、
か
か
る
「
就
労
に
係
る
諸
条
件
」
に
関
す
る
限
り
で
、
Ｘ
会
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社
の
「
使
用
者
」
性
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

二
本
判
決
に
お
け
る
「
使
用
者
」
の
意
義

本
判
決
は
、
こ
れ
ま
で
裁
判
例
に
登
場
し
な
か
っ
た
類
型
㈲
に
属
す

る
事
例
に
お
い
て
、
「
支
配
力
」
説
の
表
現
を
文
言
上
用
い
る
こ
と
な
く
、

最
高
裁
と
し
て
初
め
て
労
働
組
合
法
七
条
に
い
う
「
使
用
者
」
の
概
念

を
提
示
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
本
判
決
は
今
後
の
実
務
に
お
け
る

判
断
、
学
鋭
に
お
け
る
繊
論
に
対
し
て
相
当
の
影
轡
力
を
与
え
る
こ
と

に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。

で
は
、
本
判
決
が
提
示
し
た
「
使
用
者
」
の
概
念
は
、
具
体
的
に
い

か
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
検
討
－
で
み
た
従
来
の
実
務
に

お
け
る
「
使
用
者
」
性
の
判
断
手
法
や
判
断
内
容
と
本
判
決
に
お
け
る

そ
れ
と
の
関
係
如
何
に
留
意
し
つ
つ
、
順
次
、
本
判
決
が
提
示
し
た
「
使

用
者
」
概
念
の
各
椛
成
要
素
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
よ
う
。

⑩
「
そ
の
限
り
で
」
本
判
決
は
、
か
か
る
表
現
を
用
い
る
こ
と

で
、
「
使
用
者
」
性
を
労
働
組
合
が
要
求
す
る
団
交
事
項
と
の
関
連
で
限

定
的
に
捉
え
た
と
解
さ
れ
る
（
以
下
、
か
か
る
「
使
用
者
」
性
を
「
限

定
的
『
使
用
者
上
性
と
い
う
）
。
こ
れ
ま
で
の
下
級
審
判
例
で
は
、
こ

の
よ
う
な
限
定
的
「
使
用
者
」
性
を
明
確
に
肯
定
し
た
も
の
は
見
受
け

ら
れ
な
い
が
、
労
働
委
員
会
命
令
の
中
に
は
す
で
に
、
こ
の
「
使
用
者
」

性
を
肯
定
し
た
も
の
が
あ
る
。
朝
日
放
送
（
昭
五
六
年
）
事
件
を
例
に

（
８
）

と
る
と
、
そ
こ
で
は
、
Ｕ
Ｎ
で
あ
る
朝
日
放
送
は
、
Ａ
Ｎ
で
あ
る
メ
イ

ク
に
関
す
る
勤
務
の
割
付
な
ど
の
労
務
内
容
及
び
賃
金
等
に
つ
い
て
は

支
配
力
を
有
し
て
い
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
の
限
度
で
、
労
組
法
七

条
二
号
に
い
う
「
使
用
者
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
判
決

は
、
従
来
の
労
働
委
圖
会
実
務
の
一
部
の
対
応
を
穂
極
的
に
取
り
入
れ

た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

右
命
令
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
限
定
的
「
使
用
者
」
概
念
を

明
示
的
に
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
ほ
ぼ
論
理
必
然
的
に
、
こ
れ
ま

で
専
ら
争
わ
れ
て
き
た
「
誰
が
『
使
用
者
』
か
」
と
い
う
「
使
用
者
」

性
を
画
定
す
る
た
め
の
主
体
的
要
素
だ
け
で
な
く
、
「
い
か
な
る
点
に
つ

い
て
『
使
用
者
』
か
」
と
い
う
そ
の
事
項
的
要
素
に
関
す
る
検
討
の
必

要
性
も
生
じ
て
来
ざ
る
を
得
な
い
。
後
掲
②
は
前
者
の
、
同
③
は
後
者

の
要
素
を
表
現
す
る
と
解
さ
れ
る
。
主
体
的
要
素
と
事
項
的
要
素
を
組

み
合
わ
せ
た
、
こ
の
「
使
用
者
」
性
の
判
断
枠
組
み
は
、
諸
要
素
の
軽

重
を
特
に
問
う
こ
と
な
く
一
括
し
て
考
慮
す
る
従
来
の
そ
れ
よ
り
も
、

多
少
は
明
確
化
さ
れ
た
と
い
え
る
。

②
「
雇
用
主
か
ら
労
働
者
の
派
遮
を
受
け
て
自
己
の
業
務
に
従
事

さ
せ
」
こ
の
要
素
②
を
本
件
に
あ
て
は
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
事
実

の
概
要
二
記
載
の
事
実
（
以
下
、
か
か
る
事
実
を
「
事
実
二
」
と
い
う
）

が
注
目
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
類
型
㈲
に
お
い
て
「
使
用
者
」
性
を
決

定
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
要
素
①
Ｕ
Ｎ
の
事
業
遂
行
に
と
っ
て
の
Ａ
Ｎ

の
作
業
の
不
可
欠
性
、
②
Ａ
Ｎ
に
対
す
る
、
Ａ
Ｇ
で
は
な
く
Ｕ
Ｎ
の
指

揮
命
令
性
、
の
存
否
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
労
働
委
員
会

が
注
目
し
た
事
実
と
同
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
要
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素
②
は
、
当
該
類
型
に
お
い
て
「
使
用
者
」
性
を
画
定
す
る
た
め
の
主

体
的
要
素
を
ほ
ぼ
取
り
入
れ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。
し
か
も
、
類
型

㈲
の
右
二
要
素
は
他
の
類
型
、
や
㈹
に
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
本
要

素
②
は
、
評
者
が
類
型
化
し
た
事
例
の
す
べ
て
を
射
程
に
捉
え
て
い
る

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
要
素
②
は
、
評
者
が
類
型
化
し
た
問
題
状
況
、
つ
ま
り
、

形
式
的
に
は
Ａ
Ｇ
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
Ａ
Ｎ
が
、
使
用
者
と
主
張
さ

れ
る
Ｕ
Ｎ
の
事
業
所
に
お
い
て
就
労
し
て
い
な
が
ら
、
Ｕ
Ｎ
と
は
明
示

的
に
は
何
ら
の
契
約
関
係
に
な
い
、
と
い
う
状
況
を
一
般
的
に
表
現
し

て
い
る
け
れ
ど
も
、
従
来
の
実
務
が
Ｕ
Ｎ
の
「
使
用
者
」
性
を
肯
定
し

て
き
た
事
例
の
類
型
の
す
べ
て
を
必
ず
し
も
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
、
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
評
者
が
類
型
化
し
た
問

題
状
況
の
ほ
か
に
、
Ａ
Ｎ
が
、
Ｕ
Ｎ
で
は
な
く
ま
さ
し
く
労
働
契
約
の

相
手
方
た
る
Ａ
Ｇ
の
事
業
所
に
お
い
て
就
労
し
て
い
な
が
ら
、
Ａ
Ｎ
を

組
織
す
る
労
働
組
合
が
Ｕ
Ｎ
に
対
し
て
団
交
を
求
め
た
、
と
い
う
状
況

の
下
で
、
Ｕ
Ｎ
の
団
交
応
諾
義
務
の
存
否
が
争
わ
れ
た
事
例
が
存
在
し
、

従
来
の
労
働
委
員
会
の
多
く
は
、
こ
の
タ
イ
プ
に
お
い
て
も
「
使
用
者
」

（
９
）

性
を
肯
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
霞
え
に
、
本
要
素
②
を
「
使
用
者
」

性
を
画
す
る
主
体
的
要
素
と
し
て
用
い
れ
ば
、
か
か
る
タ
イ
プ
で
は
「
使

用
者
」
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

③
「
そ
の
労
働
者
の
基
本
的
労
働
条
件
等
に
つ
い
て
、
雇
用
主
と

部
分
的
と
は
い
え
同
視
で
き
る
程
度
に
現
実
的
か
つ
具
体
的
に
支
配
、

決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
位
」
本
要
素
③
の
本
件
へ
の
あ
て
は
め

に
際
し
て
は
、
事
実
こ
の
中
で
も
①
と
③
が
注
目
さ
れ
た
と
推
測
で
き

る
こ
と
、
お
よ
び
、
判
旨
二
が
、
「
Ｘ
会
社
が
自
ら
決
定
す
る
こ
と
の
で

き
る
労
働
条
件
の
改
善
」
に
関
す
る
限
り
で
Ｘ
会
社
の
団
交
応
諾
義
務

を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
判
決
は
、
か
か
る
地
位
に
あ
る

者
を
”
労
働
者
の
何
ら
か
の
処
遇
に
つ
い
て
、
決
定
権
限
を
有
す
る
者
”

と
考
え
て
い
る
、
と
解
し
て
も
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
要
素
③
の
右
の
表
現
か
ら
直
ち
に
具
体
的
な
「
使
用
者
」

を
特
定
で
き
る
と
考
え
る
の
は
な
お
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
判
決

か
ら
断
定
的
に
導
き
出
し
得
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
要

素
③
が
評
者
の
い
う
右
の
意
味
内
容
を
一
般
的
に
有
し
て
い
る
と
解
さ

れ
る
限
り
で
、
さ
し
あ
た
り
は
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
第
一
に
、
従
来
の
実
務
が
「
使
用
者
」
性
の
事
項
的
範
囲
を

画
定
す
る
た
め
に
用
い
た
「
支
配
力
」
あ
る
い
は
「
影
騨
力
」
と
い
う

表
現
と
比
較
す
る
と
、
要
素
③
の
そ
れ
の
方
が
明
確
性
が
高
ま
る
と
思

わ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
実
態
面
か
ら
み
て
も
、
労
働
組
合
か
ら
交
渉

を
求
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
き
、
何
ら
か
の
決
定
権
限
を
有
し
て
い
る
者

が
団
交
の
場
に
臨
ん
で
初
め
て
、
か
か
る
事
項
の
解
決
が
促
進
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
こ
と
、
を
理
由
と
す
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
要
素
③
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
「
使
用
者
」
性
の

事
項
的
範
囲
の
射
程
は
従
来
の
そ
れ
よ
り
も
狭
ま
る
、
と
い
う
可
能
性

が
生
じ
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
本
件
を
例
に
と
る
と
、
地
労
委
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で
は
、
賀
金
額
が
労
務
の
内
容
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
決
定
さ
れ
得
る
も

の
で
は
な
い
以
上
、
下
爾
従
業
風
の
労
務
の
内
容
を
決
定
し
て
い
る
Ｘ

会
社
は
、
間
接
的
に
賃
金
額
の
決
定
に
関
与
し
て
い
る
、
と
さ
れ
た
。

そ
の
決
定
主
文
に
お
い
て
、
Ｘ
会
社
が
応
じ
る
べ
き
団
交
事
項
は
「
Ｘ

会
社
の
関
与
す
る
事
項
」
と
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
地
労
委
は
、
団

交
事
項
の
中
に
賃
金
を
含
め
て
考
え
て
い
る
、
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
中
労
委
は
、
鱗
負
三
社
と
Ｍ
組
合
が
貨
金
に
関
す
る
労
働
協

約
を
締
結
し
て
い
る
と
い
う
事
実
等
を
根
拠
に
、
Ｘ
会
社
に
は
、
い
わ

ゆ
る
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
就

労
に
係
る
諸
条
件
」
に
関
し
て
の
み
団
交
応
諾
義
務
が
発
生
す
る
と
考

え
て
い
る
か
ら
、
賃
金
は
団
交
事
項
に
含
ま
れ
な
い
、
と
解
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
本
判
決
が
提
示
し
た
「
使
用
者
」
概
念
の
本
件
へ
の
あ
て
は
め

判
旨
二
で
は
、
「
使
用
者
」
の
一
般
鮠
た
る
判
旨
一
を
本
件
に
あ
て
は

め
て
、
「
Ｘ
会
社
が
自
ら
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
労
働
条
件
の
改
善
」

に
関
す
る
限
り
で
、
Ｘ
会
社
の
「
使
用
者
」
性
が
囲
め
ら
れ
た
結
果
、

Ｙ
の
発
し
た
本
件
命
令
が
維
持
さ
れ
た
。
か
か
る
判
断
に
異
論
は
な
い
。

あ
え
て
い
え
ば
、
か
か
る
結
論
に
よ
り
、
Ｘ
会
社
と
Ｍ
組
合
と
の
間
に

団
交
が
行
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
労
働
協
約
が
締
結
さ
れ
る
と
い
っ
た

場
面
で
、
さ
ら
に
新
た
な
法
的
問
題
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
若
干

気
が
か
り
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
以
下
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
「
就
労
に
係
る
諸
条
件
」
の
範
囲
如
何
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二

審
判
決
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
Ｍ
組
合
が
Ｘ
会
社
に
掲
示

板
あ
る
い
は
事
務
所
の
設
題
に
つ
い
て
団
交
を
要
求
し
た
場
合
、
Ｘ
会

社
は
こ
れ
に
応
ず
る
義
務
が
あ
る
か
。
つ
ま
り
、
か
か
る
諸
条
件
に
組

（
皿
）

合
活
動
に
関
す
る
事
項
は
含
ま
れ
る
か
。
第
二
に
、
Ｘ
会
社
に
「
就
労

に
係
る
諸
条
件
」
に
つ
き
団
交
応
諾
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、
繭
負
三
社
は
か
か
る
駆
項
に
つ
き
当
該
義
務
を
免
除
さ
れ
る

か
。
か
り
に
免
除
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
Ｘ
会
社
と
い
か
な
る
関
係
に

立
つ
か
。
す
な
わ
ち
、
繭
負
三
社
は
重
畳
的
「
使
用
者
」
か
、
あ
る
い

は
、
一
次
的
（
二
次
的
）
「
使
用
者
」
か
。
第
一
一
一
に
、
当
該
両
者
問
に
労

（
、
）

働
協
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
の
、
か
か
る
協
約
の
効
力
如
何
で
あ
る
。

本
判
決
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
て
い
な
い
か
ら
、
何
ら
の
解

決
基
準
も
見
い
出
せ
な
い
。
今
後
の
繊
論
の
展
開
に
待
つ
ほ
か
な
い
。

四
お
わ
り
に

評
者
は
結
論
的
に
は
本
判
決
に
餐
成
で
あ
る
。
本
判
決
は
般
高
裁
と

し
て
初
め
て
「
使
用
者
」
の
概
念
を
提
示
し
て
限
定
的
「
使
用
者
」
性

を
肯
定
し
た
こ
と
、
提
示
さ
れ
た
概
念
を
用
い
た
「
使
用
者
」
性
判
断

の
枠
組
み
な
い
し
要
素
は
、
従
来
の
実
務
の
対
応
を
う
ま
く
取
り
入
れ
、

多
少
な
り
と
も
そ
れ
を
明
確
化
し
た
と
解
さ
れ
る
こ
と
、
検
討
こ
の
要

素
②
「
雇
用
主
か
ら
労
働
者
の
派
遮
を
受
け
て
自
己
の
業
務
に
従
事
さ

せ
」
は
、
そ
の
文
言
か
ら
、
出
向
先
や
派
避
先
が
、
出
向
あ
る
い
は
派

逝
労
働
者
を
組
織
す
る
労
働
組
合
か
ら
求
め
ら
れ
た
団
交
を
拒
否
し
た

場
合
に
、
そ
の
不
当
労
働
行
為
性
が
肯
定
さ
れ
る
可
能
性
を
内
包
し
て
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い
る
こ
と
、
な
ど
に
注
目
す
る
と
、
よ
り
瀬
極
的
に
評
価
さ
れ
て
よ
い

と
考
え
る
。
と
は
い
え
、
検
討
こ
の
要
素
③
「
そ
の
労
働
者
の
基
本
的

労
働
条
件
等
に
つ
い
て
、
厨
用
主
と
部
分
的
と
は
い
え
同
視
で
き
る
程

度
に
現
実
的
か
つ
具
体
的
に
支
配
、
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
位
」

と
の
表
現
は
な
お
抽
象
的
で
あ
る
、
そ
し
て
、
本
判
決
は
従
来
の
実
務

が
肯
定
し
て
き
た
「
使
用
者
」
像
を
縮
減
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
、

さ
ら
に
、
判
旨
二
で
は
、
か
か
る
結
論
に
関
連
し
て
い
ず
れ
生
じ
る
で

あ
ろ
う
様
々
な
問
題
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
何
ら
関
心
を
払
っ
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
な
ど
、
評
者
は
な
お
判
旨
に
つ
い
て
深
刻
な
疑

問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

本
判
決
の
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
豊
川
義
明
ほ
か
・
労
句
一
三
六
三

号
六
頁
、
野
田
進
・
法
教
一
七
九
号
二
○
頁
、
渡
辺
章
・
労
判
六
七

二
号
（
一
九
九
五
年
）
六
頁
が
あ
る
。

（
１
）
Ａ
Ｇ
は
労
働
契
約
当
事
者
で
あ
る
使
用
者
と
し
て
の
し
７

ウ
囚
凋
８
の
『
を
、
Ａ
Ｎ
は
そ
の
相
手
方
た
る
労
働
者
と
し
て
の

シ
号
の
旨
の
ゴ
ョ
の
『
を
、
Ｕ
Ｎ
は
事
業
主
と
し
て
の
ご
貝
の
ｇ
ｇ
‐

日
日
を
略
し
た
。

（
２
）
本
件
は
主
と
し
て
団
交
拒
否
が
争
わ
れ
た
の
で
、
こ
れ
に
限

定
し
て
検
討
す
る
。
不
当
労
働
行
為
の
主
体
た
る
「
使
用
者
」

は
各
号
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
東
大
労
働

法
研
究
会
『
注
釈
労
働
組
合
法
（
上
）
』
（
有
斐
閣
、
’
九
八

○
年
）
三
三
六
頁
。

（
３
）
最
高
裁
の
対
応
も
含
め
て
、
か
か
る
状
況
は
弓
使
用
者
』
概

念
の
（
外
部
的
）
拡
大
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、

下
井
隆
史
『
労
使
関
係
法
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
一
○
四

頁
。

（
４
）
そ
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
は
日
滴
製
粉
事
件
・
栃
木
地
労

委
昭
四
八
・
二
・
二
命
令
集
四
九
集
六
五
頁
で
あ
る
、
と
さ
れ

る
。
裁
判
例
で
は
、
例
え
ば
、
前
掲
油
研
工
業
事
件
第
一
審
判

決
・
横
浜
地
判
昭
四
七
・
一
○
・
二
四
労
判
一
六
一
一
一
号
四
六
頁
。

「
使
用
者
」
性
を
否
定
し
た
例
で
は
あ
る
が
、
特
別
区
人
事
・

厚
生
駆
務
組
合
事
件
・
東
京
地
判
平
二
・
五
・
一
七
判
時
一
三

五
四
号
一
五
五
頁
。
但
し
、
ど
の
程
度
の
「
支
配
力
」
あ
る
い

は
「
影
響
力
」
が
必
要
か
と
い
う
点
で
は
見
解
が
分
か
れ
る
。

（
５
）
例
え
ば
、
白
菊
商
事
事
件
・
愛
知
地
労
委
昭
五
五
・
一
○
・

一
一
命
令
集
六
八
集
三
一
一
一
八
頁
。
前
掲
阪
神
観
光
事
件
も
こ
の
タ

イ
プ
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）
前
掲
日
滴
製
粉
事
件
の
ほ
か
、
近
時
の
事
例
と
し
て
、
日
東

運
輸
駆
件
・
兵
庫
地
労
委
昭
六
二
・
七
・
二
四
別
冊
中
時
一
○

四
七
号
三
○
頁
、
タ
マ
タ
建
材
工
業
事
件
・
京
都
地
労
委
平
一
・

四
・
二
○
別
冊
中
時
一
○
七
四
号
二
一
一
一
頁
。
前
掲
油
研
工
業
事

件
も
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
Ｕ
Ｎ
－
Ａ

Ｇ
間
の
関
係
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
事
実
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
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回頤と瓜圃

る
。
ま
た
、
前
掲
タ
マ
タ
建
材
工
業
事
件
は
、
Ｕ
Ｎ
１
Ａ
Ｎ
間

の
関
係
を
検
討
す
る
に
際
し
て
は
、
日
常
的
な
指
揮
命
令
関
係

と
い
う
要
素
だ
け
を
用
い
て
い
る
。

（
７
）
朝
日
放
送
事
件
・
大
阪
地
労
委
昭
四
九
・
一
二
・
一
二
命
令

粟
五
四
集
四
七
四
頁
、
近
畿
放
送
事
件
・
京
都
地
労
委
昭
五
○
・

二
・
七
命
令
集
五
七
集
一
六
四
頁
、
朝
日
放
送
・
大
阪
地
労

委
昭
五
六
・
一
○
・
二
三
別
冊
中
時
九
六
八
号
二
五
一
頁
。
実

質
的
に
は
同
趣
旨
と
解
さ
れ
る
事
例
と
し
て
、
東
大
阪
市
率

件
・
大
阪
地
労
委
昭
五
一
・
’
二
・
一
六
命
令
集
六
○
架
二
九

三
頁
。

（
８
）
大
阪
地
労
委
昭
五
六
・
一
○
・
二
一
一
一
別
冊
中
時
九
六
八
号
一
一

五
一
頁
。

（
９
）
こ
の
タ
イ
プ
に
お
け
る
「
使
用
者
」
性
の
決
定
に
際
し
て
は
、

Ｕ
Ｎ
１
Ａ
Ｇ
間
の
経
営
上
の
従
属
性
の
存
否
の
み
が
注
目
さ
れ

る
が
、
そ
の
Ａ
Ｇ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
企
業
閉
鎖
あ
る
い
は
会
社

解
散
さ
れ
た
な
ど
、
経
営
上
の
実
態
を
実
質
的
に
失
っ
て
い
る
。

Ａ
Ｇ
が
会
社
解
散
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
東
芝
・
東

芝
ア
ン
ペ
ッ
ク
ス
事
件
・
神
奈
川
地
労
委
昭
五
九
・
一
一
一
・
三
一

別
冊
中
時
一
○
○
｜
号
二
五
頁
。

（
、
）
本
判
決
の
解
説
と
し
て
、
豊
川
義
明
ほ
か
・
労
旬
一
三
六
一
一
一

号
二
九
九
五
年
）
六
頁
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
Ｍ
組
合

は
Ｘ
会
社
の
ス
タ
ジ
オ
で
行
っ
た
ス
テ
イ
・
イ
ン
に
関
し
て
団

交
を
要
求
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（
ｕ
）
こ
れ
に
つ
き
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
香
川
孝
三
「
団
交
の
当

事
者
と
使
用
者
概
念
の
拡
大
」
季
労
一
三
四
号
（
’
九
八
五
年
）

一
七
頁
、
と
り
わ
け
本
件
下
級
審
判
決
に
コ
メ
ン
ト
と
し
た
二

二
頁
以
下
。
な
お
、
本
件
の
事
実
関
係
か
ら
す
る
と
、
Ｘ
会
社

と
下
請
従
業
員
の
間
に
は
黙
示
的
に
も
労
働
契
約
関
係
は
認
め

ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
（
サ
ガ
テ
レ
ピ
（
地
位
保
全
等
仮

処
分
申
附
）
事
件
控
脈
審
判
決
・
福
岡
高
判
昭
五
八
・
六
・
七

判
時
一
○
八
四
号
一
二
六
頁
参
照
）
、
Ｍ
組
合
風
は
、
当
該
協
約

の
規
範
的
効
力
を
主
張
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
か

か
る
協
約
は
第
三
者
（
労
組
風
）
の
た
め
に
す
る
契
約
（
民
五

三
七
条
）
と
捉
え
ら
れ
、
そ
の
効
果
如
何
は
、
当
該
労
組
風
の

受
益
の
意
思
表
示
（
同
条
二
項
）
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。

（
な
か
う
ち
さ
と
し
）
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